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は
じ
め
に

　

行
政
と
民
間
事
業
者
の
間
で
締
結
す
る
契
約
（
以
下
、

「
公
契
約
」）
に
関
す
る
条
例
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
に
山

形
県
公
共
調
達
基
本
条
例
が
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
に

は
千
葉
県
野
田
市
に
お
い
て
公
契
約
の
下
で
働
く
者
に
支

払
わ
れ
る
べ
き
賃
金
の
最
低
額
（
以
下
、「
下
限
額
」）
を

規
定
す
る
公
契
約
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。
以
降
、
公
契
約

に
関
す
る
条
例
は
全
国
各
地
で
制
定
さ
れ
、
二
〇
一
七
年

三
月
末
時
点
で
計
三
八
を
数
え
る
。

　

本
稿
で
は
こ
れ
ら
公
契
約
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
、

全
国
の
制
定
状
況
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
特
徴
お
よ
び

傾
向
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

１
．
公
契
約
条
例
と
公
契
約
基
本
条
例

　

公
契
約
に
関
す
る
条
例
は
、
公
契
約
の
下
で
働
く
労
働

者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
下
限
額
を
規
定
す
る
条
項（
以
下
、

「
賃
金
条
項
」）
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
大
き
く
二
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
金
条
項
を
含
む

条
例
は
「
公
契
約
条
例
」
に
区
分
さ
れ
、
賃
金
条
項
を
含

ま
ず
、
公
共
調
達
や
公
契
約
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
条
例

は
「
公
契
約
基
本
条
例
」（
以
下
、「
基
本
条
例
」）
に
区

分
さ
れ
る
。

　

二
〇
一
七
年
三
月
末
ま
で
に
制
定
さ
れ
た
三
八
の
条
例

を
分
類
す
る
と
、
公
契
約
条
例
、
基
本
条
例
そ
れ
ぞ
れ

一
九
と
な
っ
て
い
る（

１
）。

　

な
お
、
実
際
に
制
定
さ
れ
た
条
例
の
な
か
に
は
、
賃
金

条
項
を
含
ま
な
い
が
、
公
契
約
条
例
の
名
称
が
用
い
ら
れ

て
い
る
条
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
条
例
に
賃
金
条
項
が
含
ま
れ
る
の
か
は
文
末
に

掲
載
し
た
一
覧
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
．
制
定
条
例
の
傾
向
分
析

　

公
契
約
に
関
す
る
条
例
を
制
定
年
に
整
理
し
、
制
定
条

例
数
の
推
移
を
み
た
の
が
図
表
１
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年

に
基
本
条
例
、
二
〇
〇
九
年
に
公
契
約
条
例
が
制
定
さ
れ

て
以
降
、
毎
年
条
例
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
公
契
約
条
例

は
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
五
年
に
か
け
て
複
数
の
自
治

体
で
制
定
さ
れ
て
き
て
お
り
、
近
年
は
基
本
条
例
の
制
定

が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。

　

次
に
、
制
定
条
例
を
地
方
別
に
整
理
し
た
の
が
図
表
２

で
あ
る
。
関
東
地
方
が
一
五
条
例
と
最
も
多
く
、
近
畿
地

方
が
八
条
例
、
中
部
地
方
が
七
条
例
と
続
い
て
い
る
。
地

方
別
に
条
例
制
定
数
の
違
い
は
あ
る
が
、
条
例
制
定
は
全

国
各
地
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
公
契
約
条
例
一
九
条
例
の

う
ち
、
約
七
割
に
あ
た
る
一
三
条
例
が
関
東
地
方
で
制
定

さ
れ
て
い
る
。
基
本
条
例
の
制
定
が
最
も
多
い
の
は
中
部

地
方
で
、
六
条
例
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
都
道
府
県
別
に

み
る
と
、
東
京
都
（
七
条
例
）、
兵
庫
県
（
四
条
例
）、
神

公
契
約
条
例
制
定
の
全
国
動
向
に
つ
い
て

　

野　

口　

鉄　

平

＜図表１＞　制定条例数の推移

※　高知市は2011年12月に基本条例を制定後、2014年９月
の条例改正により公契約条例の内容となった。条例制定
を基本条例、条例改正を公契約条例の集計に含めている
ため、集計上、基本条例の合計は20、全条例の合計は39
となる（2017年３月末時点の基本条例の合計は19、全条
例の合計は38）。
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奈
川
県
（
三
条
例
）
の
順
に
多
い
。

　

制
定
条
例
を
自
治
体
区
分
別
に
整
理
す
る
と
、
都
道
府

県
六
、
政
令
市
三
、
中
核
市
七
、
市
区
二
二
と
な
っ
て
い

る
。
内
訳
に
つ
い
て
は
、
公
契
約
条
例
が
都
道
府
県
〇
、

政
令
市
二
、
中
核
市
三
、
市
区
一
四
、
基
本
条
例
が
都
道

府
県
六
、
政
令
市
一
、
中
核
市
四
、
市
区
八
と
な
っ
て
お

り
、
都
道
府
県
で
は
公
契
約
条
例
が
未
だ
制
定
さ
れ
て
い

な
い
。

３
．
公
契
約
条
例
の
現
段
階

　

公
契
約
条
例
に
お
い
て
は
、
下
限
額
を
設
定
す
る
規
定

の
ほ
か
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
公
契
約
の
範
囲
、
下
限
額

の
算
定
で
勘
案
す
る
基
準
、
必
要
な
手
続
き
、
実
効
性
を

担
保
す
る
た
め
の
措
置
な
ど
が
定
め
ら
れ
る
。
以
下
、
賃

金
条
項
を
含
む
一
九
の
公
契
約
条
例
の
特
徴
に
つ
い
て
整

　

⑶　

下
限
額
の
算
定
基
準

　

下
限
額
の
算
定
で
勘
案
す
る
基
準
は
自
治
体
に
よ
っ
て

異
な
り
、い
か
な
る
基
準
を
採
用
す
る
か
は
多
く
の
場
合
、

条
例
、
施
行
規
則
の
い
ず
れ
か
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　

公
共
工
事
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
の
自
治
体
で
農
林
水

産
省
お
よ
び
国
土
交
通
省
が
工
事
費
の
積
算
に
用
い
る
た

め
の
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
（
以
下
、「
設
計
労
務
単

価
」）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

業
務
委
託
お
よ
び
指
定
管
理
（
以
下
、「
業
務
委
託
等
」）

は
自
治
体
職
員
の
給
与
、
地
域
別
最
低
賃
金
が
各
八
条
例

と
最
も
多
く
、
生
活
保
護
水
準
、
当
該
業
務
の
標
準
的
賃

金
が
各
四
条
例
、
建
築
保
全
業
務
労
務
単
価
が
二
条
例
で

採
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
そ
の
他
（
そ
の
他
の
公
的
機
関

が
定
め
る
基
準
な
ど
）
が
八
条
例
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
自
治
体
職
員
の
給
与
に
拠
る
場
合
、
正
規
職
員
の
給

料
表
を
参
照
す
る
自
治
体
と
臨
時
職
員
の
時
給
額
を
参
照

す
る
自
治
体
が
あ
る
た
め
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

⑷　

下
限
額
の
設
定

　

二
〇
一
七
年
度
の
下
限
額
を
み
る
と
、
公
共
工
事
は
設

計
労
務
単
価
の
七
五
％
か
ら
九
〇
％
の
金
額
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
九
〇
％
を
採
用
し
た
の
は
越
谷

市
、
草
加
市
、
足
立
区
、
渋
谷
区
、
国
分
寺
市
、
川
崎
市
、

相
模
原
市
、
厚
木
市
、
三
木
市
、
加
西
市
、
加
東
市
の

一
一
自
治
体
、
八
五
％
は
野
田
市
、
世
田
谷
区
、
千
代
田

区
の
三
自
治
体
、
八
〇
％
は
我
孫
子
市
、
多
摩
市
、
高
知

市
、
直
方
市
の
四
自
治
体
、
七
五
％
は
豊
橋
市
の
一
自
治

体
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
前
年
度
と
同
じ
比
率
が
採
用
さ
れ

理
す
る
。

　

⑴　

条
例
が
適
用
さ
れ
る
公
契
約
の
範
囲

　

条
例
が
適
用
さ
れ
る
公
契
約
の
範
囲
に
つ
い
て
、
一
般

に
対
象
事
業
と
さ
れ
て
い
る
の
は
公
共
工
事
と
業
務
委

託
、
指
定
管
理
で
あ
り
、
各
自
治
体
に
お
い
て
一
定
の
予

定
価
格
を
上
回
る
も
の
が
対
象
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
公
契
約
条
例
を
み
る
と
、
公
共
工
事

は
最
も
低
い
東
京
都
世
田
谷
区
で
三
〇
〇
〇
万
円
以
上
、

最
も
高
い
愛
知
県
、
川
崎
市
で
六
億
円
以
上
に
設
定
さ
れ

て
い
る
。
業
務
委
託
は
最
も
低
い
高
知
市
で
五
〇
〇
万
円

以
上
、
最
も
高
い
東
京
都
足
立
区
で
は
九
〇
〇
〇
万
円
以

上
と
な
っ
て
い
る
。

　

指
定
管
理
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
指
定
管
理
協
定
を

対
象
と
す
る
自
治
体
の
ほ
か
、
一
定
金
額
以
上
を
対
象
と

す
る
自
治
体
、
規
則
で
定
め
る
自
治
体
、
公
募
施
設
の
み

を
対
象
と
す
る
自
治
体
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

⑵　

下
限
額
の
名
称

　

公
契
約
条
例
は
下
限
額
の
名
称
を
規
定
し
て
い
る
も
の

が
多
い
。
具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
労
働
報
酬
下
限
額
が

一
〇
条
例
、
労
務
報
酬
下
限
額
が
四
条
例
、
労
働
賃
金
基

準
額
、
作
業
報
酬
下
限
額
、
賃
金
の
最
低
額
、
最
低
額
、

賃
金
下
限
額
が
各
一
条
例
と
な
っ
て
い
る
。
労
働
報
酬
下

限
額
の
名
称
を
用
い
て
い
る
条
例
が
多
い
も
の
の
、
名
称

は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。

＜図表２＞　地方別条例制定数



24北海道自治研究 ２０１７年７月（Ｎo.582）

す
と
考
え
ら
れ
る
の
が
受
注
者
の
連
帯
責
任
に
関
す
る
規

定
で
あ
る
。
同
規
定
は
下
請
事
業
者
等
が
支
払
っ
た
賃
金

が
下
限
額
を
下
回
っ
た
場
合
、
受
注
者
が
差
額
分
の
賃
金

等
を
下
請
事
業
者
等
と
連
帯
し
て
支
払
う
義
務
を
負
う
こ

と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
世
田
谷
区
、
豊
橋
市
、

越
谷
市
の
条
例
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　

⑹　

そ
の
他
の
規
定
内
容

　

各
条
例
の
内
容
お
よ
び
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
、
条
例

の
条
文
か
ら
五
〇
項
目
の
記
載
事
項
を
抽
出
し
た
上
で
、

全
三
八
条
例
に
つ
い
て
各
項
目
に
該
当
す
る
記
述
が
あ
る

か
否
か
を
確
認
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
公
契
約
条
例
に
は
基
本
条
例
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
公
契
約
の
あ
り
方
に
関
す
る
諸
規
定
を
含
む
も
の

と
、
賃
金
条
項
に
関
す
る
規
定
に
ほ
ぼ
特
化
し
た
も
の
の

二
通
り
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

４
．
公
契
約
基
本
条
例
の
現
段
階

　

次
に
、
賃
金
条
項
を
含
ま
な
い
一
九
の
基
本
条
例
の
特

徴
を
み
て
い
き
た
い
。

　

基
本
条
例
は
上
述
の
と
お
り
、
公
共
調
達
や
公
契
約
の

あ
り
方
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
も
多
く
の
条
例
で

関
連
す
る
記
述
が
あ
っ
た
の
は
、
適
正
な
品
質
・
価
格

（
一
八
条
例
）で
あ
る
。
半
数
以
上
の
条
例
に
記
述
が
あ
っ

た
項
目
と
し
て
、適
正
な
労
働
条
件
の
確
保（
一
七
条
例
）、

透
明
性
の
確
保（
一
五
条
例
）、公
正
な
競
争
の
促
進（
一
五

条
例
）、
地
域
社
会
・
経
済
の
発
展
（
一
五
条
例
）、
法
令

遵
守
（
一
五
条
例
）、住
民
の
福
祉
の
向
上
（
一
三
条
例
）、

受
注
者
の
社
会
的
責
任
（
一
二
条
例
）、
不
正
行
為
の
排

除
（
一
二
条
例
）、
自
治
体
内
の
中
小
企
業
等
の
受
注
機

会
の
拡
大
（
一
二
条
例
）、
予
定
価
格
等
の
算
定
の
適
正

化
（
一
〇
条
例
）
の
計
一
一
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
多
く
は
条
例
の
目
的
、
基
本
方
針
、
自
治
体

お
よ
び
事
業
者
の
責
務
に
関
す
る
条
文
の
な
か
で
規
定
さ

れ
て
い
る
。

　

⑴　

調
達
・
入
札
・
契
約
の
あ
り
方

　

調
達
や
入
札
、
契
約
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
適
正
な

品
質
・
価
格
（
一
八
条
例
）、
予
定
価
格
等
の
算
定
の
適

正
化
（
一
〇
条
例
）、総
合
評
価
入
札
の
活
用
（
六
条
例
）、

適
切
な
契
約
条
件
（
五
条
例
）、発
注
時
期
の
適
正
化
（
四

条
例
）、
入
札
制
度
の
改
善
（
三
条
例
）、
発
注
規
模
の
適

正
化
（
三
条
例
）、低
入
札
価
格
調
査
制
度
等
の
拡
充
（
二

条
例
）、
支
払
い
の
迅
速
化
（
二
条
例
）
に
関
す
る
記
述

が
み
ら
れ
る
。

　

⑵　

地
域
経
済
の
発
展

　

地
域
社
会
・
経
済
の
発
展
（
一
五
条
例
）
や
地
域
経
済

の
活
性
化
（
七
条
例
）
が
多
く
の
条
例
の
目
的
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、自
治
体
内
の
中
小
企
業
等
の
事
業
所
に
つ
い
て
、

受
注
機
会
の
拡
大
（
一
二
条
例
）、
下
請
の
発
注
や
物
品

の
調
達
に
お
け
る
活
用
（
九
条
例
）、
地
元
産
品
の
利
用

促
進
（
四
条
例
）
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
公
共
調
達
や
公

契
約
を
地
域
経
済
の
発
展
の
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
し
て
い

こ
う
と
す
る
自
治
体
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

て
い
る
。

　

業
務
委
託
等
に
つ
い
て
、
職
種
別
に
下
限
額
を
設
定
し

て
い
る
の
は
野
田
市
、
多
摩
市
、
国
分
寺
市
の
三
自
治
体

で
、
他
の
一
六
自
治
体
は
同
一
の
金
額
と
し
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
世
田
谷
区
一
〇
二
〇
円
、
足
立
区
九
七
〇
円
、

千
代
田
区
九
六
七
円
、
川
崎
市
九
六
四
円
、
相
模
原
市

九
六
二
円
、
渋
谷
区
九
五
八
円
、
厚
木
市
九
五
四
円
、
越

谷
市
九
三
〇
円
、
草
加
市
八
九
〇
円
、
三
木
市
お
よ
び
加

西
市
八
七
〇
円
、
豊
橋
市
お
よ
び
加
東
市
八
六
〇
円
、
我

孫
子
市
八
五
一
円
、
直
方
市
八
五
二
円
、
高
知
市
七
六
一

円
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
下
限
額
を
当
該
地
域
に
お
け
る
地
域
別
最
低

賃
金
と
比
較
す
る
と
、
最
も
開
き
が
あ
っ
た
の
は
世
田
谷

区
の
八
八
円
で
、
直
方
市
八
七
円
、
越
谷
市
八
五
円
、
三

木
市
、
加
西
市
五
一
円
と
、
五
自
治
体
で
五
〇
円
以
上
の

開
き
が
あ
っ
た
。
一
方
、
我
孫
子
市
は
九
円
、
豊
橋
市
は

一
五
円
し
か
開
き
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
二
自
治
体
で

は
公
共
工
事
、
業
務
委
託
、
指
定
管
理
の
い
ず
れ
に
お
い

て
も
下
限
額
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

　

⑸　

必
要
な
手
続
き
、
実
効
性
の
担
保

　

公
契
約
条
例
に
お
い
て
は
下
限
額
以
上
の
賃
金
支
払
い

お
よ
び
労
働
関
係
法
令
の
遵
守
な
ど
の
実
効
性
を
担
保
す

る
た
め
、
賃
金
台
帳
の
作
成
、
労
働
者
へ
の
周
知
、
労
働

者
の
申
出
、
不
利
益
取
扱
の
禁
止
、
報
告
・
立
入
調
査
、

是
正
措
置
、
契
約
解
除
な
ど
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
い
ず
れ
も
大
半
の
公
契
約
条

例
が
具
備
し
て
い
る
。

　

条
例
の
実
効
性
を
担
保
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
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⑶　

社
会
的
価
値
の
向
上

　

公
共
調
達
や
公
契
約
を
通
じ
た
社
会
的
価
値
の
向
上
を

謳
う
条
例
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
事
業
者
選
定
の
際
、

社
会
的
価
値
の
向
上
を
図
る
事
業
者
の
取
り
組
み
を
評
価

す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
政
策
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
め

ざ
す
も
の
で
あ
り
、
一
二
の
基
本
条
例
に
何
ら
か
の
具
体

的
な
社
会
的
価
値
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

　

具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、環
境
へ
の
配
慮（
一

〇
条
例
）、
障
が
い
者
等
の
雇
用
促
進
（
九
条
例
）、
男
女

平
等
・
男
女
共
同
参
画（
六
条
例
）、仕
事
と
生
活
の
調
和（
三

条
例
）、
防
災
・
減
災
（
三
条
例
）、
安
全
・
安
心
（
三
条
例
）、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
（
二
条
例
）、
若
年
者
の

雇
用
促
進
（
一
条
例
）、
人
権
擁
護
（
一
条
例
）
で
あ
る
。

　

⑷　

審
議
会
等
の
設
置

　

調
達
や
入
札
、
契
約
の
あ
り
方
を
審
議
す
る
会
議
体
の

設
置
を
謳
っ
て
い
る
の
は
一
九
の
基
本
条
例
中
、
九
条
例

で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
学
識
経
験
者
や
関

係
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取
（
四
条
例
）、
関
係
団
体
と
の

協
議
の
場
の
設
置
（
一
条
例
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

残
り
の
五
条
例
に
は
該
当
す
る
記
述
が
み
あ
た
ら
な
い
。

　

⑸　

そ
の
他
の
規
定
内
容

　

公
契
約
に
関
す
る
情
報
の
公
表
（
七
条
例
）
の
ほ
か
、

住
民
の
役
割
（
五
条
例
）、継
続
雇
用
の
配
慮
（
一
条
例
）、

協
働
の
推
進
（
一
条
例
）
に
関
す
る
規
定
な
ど
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
課
題

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
に
制
定
さ
れ
た
公
契
約
条
例
お
よ
び

基
本
条
例
の
内
容
お
よ
び
傾
向
を
み
て
き
た
。
最
後
に
、

公
契
約
条
例
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
公
契
約
条
例
の
実
効
性
の
確
保
で
あ
る
。
独

自
の
下
限
額
で
は
な
く
最
低
賃
金
額
を
下
限
額
と
す
る
、

台
帳
の
作
成
と
写
し
の
提
出
を
求
め
な
い
代
わ
り
に
労
働

環
境
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
用
い
る
、
受
注
者
に

連
帯
責
任
を
課
さ
な
い
な
ど
の
条
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
は
条
例
の
制
定
過
程
に
お
い
て
事
業
者
側
の
意
向
が

反
映
さ
れ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
が
、
適
正
な
労
働
条
件

を
確
保
し
、
住
民
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
と
い
う
条
例
の

実
効
性
を
弱
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
公
共
工
事
の
多
重
下

請
構
造
の
も
と
、
下
限
額
を
設
定
し
て
元
請
に
連
帯
責
任

を
課
す
こ
と
で
中
間
搾
取
を
防
止
し
、
下
請
の
従
事
労
働

者
へ
の
適
正
な
賃
金
支
払
い
を
可
能
に
す
る
こ
と
の
意
義

を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

第
二
に
、
業
務
委
託
お
よ
び
指
定
管
理
に
適
用
さ
れ
る

下
限
額
の
水
準
の
低
さ
で
あ
る
。
公
共
工
事
に
関
し
て
は

職
種
別
の
賃
金
実
態
調
査
に
基
づ
く
設
計
労
務
単
価
が
拠

り
所
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
職
種
に
応
じ
た
下
限
額
が
設

定
さ
れ
て
お
り
、
一
定
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
業
務
委
託
等
の
下
限
額
は
一
部
の
自
治
体
を

除
い
て
は
職
種
別
で
は
な
く
、
単
一
の
下
限
額
が
一
律
に

適
用
さ
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
そ
の
水
準
は
下
限
額
で

あ
る
と
は
い
え
、
各
業
務
お
よ
び
職
種
に
見
合
っ
た
も
の

と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
業
務
委
託
等
の

場
合
は
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
が
対
象
と
な
り
、
設
計
労
務
単

価
の
よ
う
な
明
確
な
勘
案
基
準
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
過
去
の
発
注
に
お
け
る
人
件
費
や
対
象
業
務

に
お
け
る
標
準
的
賃
金
を
下
限
額
の
算
定
基
準
に
採
用
し

て
い
る
自
治
体
も
あ
る
が
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
影
響
を
受
け

た
賃
金
の
場
合
は
基
準
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
制
度

運
用
を
通
じ
た
業
務
お
よ
び
職
種
ご
と
の
賃
金
実
態
の
把

握
と
と
も
に
、
合
理
的
な
下
限
額
の
算
出
に
関
す
る
研
究

が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

第
三
に
、
公
契
約
条
例
は
入
札
や
契
約
の
適
正
化
を
図

る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
。
協
議
や
意
見
聴
取
の
機
会
に

関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い
条
例
が
あ
る
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
が
、
各
条
例
が
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
に
は

入
札
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
取
り
組
み
の
現
状
を
確
認
し
、

課
題
を
受
発
注
者
間
で
共
有
し
つ
つ
、
改
善
に
向
け
て
継

続
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は

協
議
の
場
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

な
お
、
野
田
市
は
二
〇
一
七
年
三
月
に
新
た
に
審
議
会

を
設
置
す
る
条
例
改
正
を
行
っ
た
。
三
八
条
例
の
う
ち
、

六
条
例
は
条
例
の
施
行
か
ら
一
定
期
間
を
経
た
の
ち
に
運

用
状
況
を
点
検
す
る
条
文
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
う
し
た

条
文
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
札
・
契
約
制
度
の
運
用

お
よ
び
条
例
の
見
直
し
を
行
い
、
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

【
注
】

（
１
）　

最
低
賃
金
法
に
基
づ
く
地
域
別
最
低
賃
金
と
同
額
を
下

　
　

限
額
に
設
定
す
る
条
例
は
、
公
契
約
条
例
で
は
な
く
、
基

　
　

本
条
例
と
み
な
す
。

＜

の
ぐ
ち　

て
っ
ぺ
い
・
愛
知
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員＞
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＜資料＞　公契約関係条例一覧　（2017年３月末現在）


